
 

「保育所における感染症対策ガイドライン見直し検討委員会」  

開催要綱 

 

 

１．目 的 

  「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」が策定されたことを受け、平

成２１年８月、「保育園における感染症の手引き」が作成された。これに基づき「保育所にお

ける感染症対策ガイドライン」を作成し、子どもの健康と安全のため、保育所及び保護者や医

療・保健機関等の関係者に周知してきたところである。 

  「保育所における感染症対策ガイドライン」発出から３年目となること、また、平成２４

年４月に学校保健安全施行規則が改正されたことに伴い、最新の知見を踏まえて見直しを行う

ことが必要である。 

  こうした点から、雇用均等・児童家庭局保育課長が保育所における感染症対策に関する学

識経験者・実務者等に参集を求め、保育所における感染症対策ガイドライン見直しについて、

検討を行うこととする。 

 

２．構 成 

  （１）検討会の構成員は別紙のとおりとする。 

  （２）検討会に座長を置き、構成員の互選により定める。  

 

３．検討事項 

   保育所における感染症対策ガイドラインの見直し 

 

４．運 営 

  （１）検討会は公開とする。 

（２）検討会の庶務は、雇用均等･児童家庭局保育課が行う。 

 

５．その他 

 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が雇用均等・児 

童家庭局保育課長と協議の上、定める。 
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保育所における感染症対策ガイドライン見直し検討会委員 

 

  氏   名        所 属  

 

 石 川 広 己    日本医師会 常任理事 

 

遠 藤 郁 夫    日本保育園保健協議会 会長 

 

菊 地 政 幸    船堀中央保育園 園長 

 

工 藤 木綿子    世田谷区子ども部保育指導・育成係長 

   

多 屋 馨 子    国立感染症研究所 

感染症情報センター第三室室長 

 

藤 城 富美子    全国保育園保健師・看護師連絡会 

           杉並区立浜田山保育園 看護師 

   

峯   真 人    日本小児科医会 理事 

 

和 田 紀 之    和田小児科医院 院長 

  

 

オブザーバー 

 

梅 木 和 宣   厚生労働省健康局結核感染症課 課長補佐 

 

知 念 希 和   文部科学省スポーツ･青少年局学校健康教育課 

          学校保健対策専門官 

 

三 平  元    厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 

          課長補佐 

    

 

（五十音順・敬称略） 


